
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自転車の運転に関し、道路における交通の危険を生じ　

３年以させるおそれのある一定違反行為（危険行為）を

行った場合、公安委員会から自転車運転内に２回以上

　　　　者講習の受講を命ぜられます。

                                                                       

                                                                       令和８年５月20日
                                                                       

                                                                       道警函館方面本部
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